


問１―２ 

４．こうした状況を改善し、フリーランスとして
安心して働ける環境を整備するため、事業者と
フリーランスの取引について、書面での契約の
ルール化など、法制面の措置を検討してきまし
た。 

 
５．また、令和３年に、内閣官房が関係省庁と共

同で実施したアンケート調査によると、フリー
ランスは、報酬の不払いや支払遅延を始めとし
たトラブルを経験する方が多く、かつ、特定の
発注者への依存度が高い傾向にあることが確認
できており、発注事業者との関係において、不
当な不利益を受けやすい立場にあると考えられ
ます。 

 
６．本法律案は、こうした調査や政府での検討を

踏まえて、国会に提出したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 答弁作成責任者：フリーランス取引適正化法制準備室  参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ）携帯    



問１―３ 

（参考１）「雇用類似の働き方に係る論点整理等検討会」概要 
 

 

 

 

 

 

 

  



問１―４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問１―５ 

 



問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 井上 哲士 君 
問２（対大臣）．法案には、業務委託事業者に対

するハラスメント防止対策や両立支援への配慮
等、労働政策審議会で議論されて当然の内容も
含まれているにもかかわらず、なぜ、労働政策
審議会での議論を行わなかったのか。 

 
  法案に関する労働政策審議会での議論につい

てお尋ねがありました。 
 
１．本法案は、我が国でフリーランスが直面して

いるトラブルについて、 
・ 報酬の支払い遅延や取引上の不当な行為な

ど、事業者間取引において見られるものが多
く 

・ ハラスメントなどのトラブルについても、
取引上の力関係に由来しているものと考える
ことができる 

ことから、取引の適正化等を図る法制として立
案したものです。 

 
２．昨年４月の新しい資本主義実現会議では、取

引適正化のための法制度の整備についてご議論
をいただくとともに、昨年９月には、法案の素
案についてパブリックコメントを実施し、広く
意見を求めました。 

 
 
 
 
 
 



問２―２ 

３．このように、本法案は、取引の適正化を主な
目的とするものであることを踏まえ、労働政策
審議会への諮問・答申は行っていませんが、本
法案にはフリーランスの方々の就業環境の整備
に関する事項も含まれることから、労働政策審
議会雇用環境・均等分科会に法案の検討状況等
の報告を行いました。 

 
４．今回ご審議いただいている法律案は、様々な

立場の皆様から頂いた多様なご意見を踏まえた
ものになっていると考えています。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

  



問２―３ 

（参考）労働政策審議会雇用環境・均等分科会への報告について 

 

・ 令和４年９月 16日（金）：法案のパブリックコメント（「フリーラ

ンスに係る取引適正化のための法制度の方向性」）の内容について報

告 

・ 令和５年１月 23日（月）：令和４年の臨時国会（第 210回国会）へ

の法案提出を見送り、法案提出に向け、引き続き、関係省庁で連携し

て取り組んでいくことについて報告 

・ 令和５年３月 20日：本法案を閣議決定して国会に提出した旨につ

いて報告 

 





問３―２ 

３．他方、現在、我が国でフリーランスが直面し
ているトラブルについては、 
・ 報酬の支払遅延や取引上の不当な行為など、

事業者間取引において見られるものが多く、 
・ ハラスメントなどのトラブルについても、

取引上の力関係に由来しているものと考える
ことができる 

ことから、取引の適正化等を図る法制として、
本法案を立案し、速やかに対応策を講じること
としたものです。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  





問４―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 井上 哲士 君 

問４（対大臣）．衆議院では｢労働者性の認められる方
について、労働者として必要な保護をしていく｣と
大臣は答弁しているが、そうであるなら、労働基準
監督署の対応を直ちに改善させるべきと考えるが、
見解を伺う。 

 
労働基準監督署の対応についてお尋ねがありました。 

 
１．いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、実
態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性がある
と判断されれば、労働基準関係法令に基づき、労働者
として必要な保護が図られるものと承知しています。 

 
２．労働基準監督署においては、フリーランスを含め、
労働基準関係法令違反がある旨の申告がなされた場合
には、相談者の方から丁寧に話を聞くなど事実確認を
行い、労働者性の有無を判断していると承知していま
す。 

 
３．引き続き、労働基準監督署において労働者性の判断
が的確に行われるようにするとともに、調査の結果、
労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる
場合には、厳正な監督指導が行われるよう、厚生労働
省において、適切に対応することが重要であると考え
ています。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 



問４―２ 

（参考１）労働基準法における労働者性の判断基準 

（ 労 働 基 準 法 に お け る 労 働 者 性 の 判 断 基 準 ） 

○ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） （抄） 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、

事業又は事務所（以下「事業」という。）に使用される者

で、賃金を支払われる者をいう。 

１ 使用従属性に関する判断基準 

（１） 指揮監督下の労働 

 イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の

自由の有無 

  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 

  ハ 拘束性の有無 

  二 代替性の有無 

（２） 報酬の労務対償性 

２ 労働者性の判断を補強する要素 

（１） 事業者性の有無 

  イ 機械、器具の負担関係 

  ロ 報酬の額 

（２） 専属性の程度         等 

※「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のい

かんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこ

れらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合があるので、その具

体的判断基準を明確にしなければならない。 

（労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」（昭和 60 年）） 

 



問４―３ 

（参考２）令和５年４月５日 第 211 回国会 

衆議員内閣委員会議事速報（未定稿）（抄） 
 

○塩川委員 ＪＩＬＰＴのフリーランスの労働基準法上の労働者性に関

する調査を見ましても、労働者性が高いとか中程度というのを合わ

せると七一・九％、七割以上が労働者に近い働き方をしているとい

う傾向が示されております。まさにそういう労働者に近い働き方を

しているという実態があるといった点でも、フリーランスの保護

は、労働者性の適用を広げる方向を検討、具体化をすべきだという

ことを重ねて求めたいと思いますが、改めて、いかがでしょうか。 

 

○後藤国務大臣 重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基

本的には、労働者性の認められる方について言えば、それは、どん

な法律形態であろうとも、労働者として必要な保護をしていくわけ

でありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリ

ーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同

様の義務を課すことについては、法制的な課題、例えば、雇用関係

において見られるような使用従属関係があるとは言えないために、

発注事業者に対して使用者と同様の義務を課すことができるのかど

うかといったような課題をしっかりと整理する必要がありますし、

また、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の減少を招

く可能性があることなども課題としてあるというふうに思っており

ます。 



問５―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 井上 哲士 君 
問５（対大臣）．通常業務委託では、募集、契

約、発注という流れだが、法案には業務委託契
約締結時の条件明示義務が無い。契約時の条件
明示を義務化するべきと考えるが、見解を伺
う。  

 
契約時の条件明示についてお尋ねがありまし

た。 
 
１．フリーランスと発注事業者間の取引は、事業

者間取引として、当事者が自由に取引条件の提
示・変更等を行うものでありますが、本法案で
は、取引条件に関するトラブルを防止するため、
募集情報の的確表示や、業務委託契約直後の書
面等による取引条件の明示を義務付けています。 

 
２．一方、事業者取引における契約自由の原則の

観点から、事業者取引に対する行政の介入は最
小限にとどめるべきであることにも留意が必要
です。 

 
３．御指摘のように、契約時の取引条件の明示を

義務付けた場合、契約直後の書面等の交付とあ
わせて、極めて近接した２つの時点での条件明
示を義務付けることとなります。 

 
 
 
 
 
 



問５―２ 

 
４．また、この場合、契約直後の書面等の交付の

みを義務付ける下請代金法と取扱いが異なるこ
ととなり、発注事業者において実務上の混乱が
生じるとともに、契約時の条件明示が特に小規
模な発注事業者にとって負担となり、フリーラ
ンスへの「発注控え」につながるおそれもある 
と考えます。 

 
５．こうした点を踏まえ、本法案においては、契

約時の条件明示は盛り込まないこととしたもの
であり、まずは、募集情報の的確表示や、業務
委託契約直後の書面等による取引条件の明示の
遵守・定着を図ってまいります。  

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問５―３ 

（参考）業務委託前の取引条件の明示義務について 
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問６―２ 

３．このため、本法案では、発注事業者の負担と
フリーランスに係る取引適正化等の両面でバラ
ンスを取ることとしており、従業員を使用しな
い発注事業者に対しては、支払期日における報
酬の支払義務や、受領拒否の禁止等の規制を課
さないこととしています。 

 
４．なお、取引条件の明示義務については、当事

者間の認識の相違を減らし、トラブルを未然に
防止するという点において、発注事業者の利益
にも資することから、個人である発注事業者と
個人であるフリーランスとの取引についても対
象としています。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 







問７―３ 

 

（参考１）期間設定に当たっての考え方 

 

○ 内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査で

は、主な取引先との契約期間が数か月に至ると取引先から不

利益行為を受けやすい傾向がみられる。更に、特定受託事業

者の事業や生計への影響も大きい経済的依存関係は、特に１

年を超える場合は取引先数が少ないケースがより顕著にみら

れ、相対的に大きくなる。 

  





問７―５ 

（参考３）内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査 

（令和４年９月実施）②（現時点で未公表） 

○ 契約期間が１年以上の場合、仕事の掛け持ち数が減ったり、当該契

約への収入依存度が高まるという結果であった。 

 

＜契約期間と契約の収入が全収入に占める割合＞ 

 

＜契約期間と主な契約期間中の掛け持ち数＞ 

  



問７―６ 

（参考４）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げ

る行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二～五 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 



問８―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 井上 哲士 君 
問８（対大臣）．再委託に介在するブローカー的

フリーランスやデジタルプラットフォームを通
じて、業務の委託と受託を媒介するプラットフ
ォーマー等の仲介事業者はどのように規制され
るのか。  

 
 デジタルプラットフォーマー等の仲介事業者に
対する規制についてのお尋ねがありました。 
 
１．ご指摘のブローカーやデジタルプラットフォ

ーマー等の仲介事業者については、単に、発注

事業者とフリーランスとの間の業務委託契約を

あっせんしている場合には、契約形態上は「業

務委託契約」には該当しません。 

 

２．一方で、契約形態だけでなく、取引実態も踏

まえて総合的に判断した結果、実質的に仲介事

業者が「業務委託」を行っていると評価できる

場合には、仲介事業者は本法案における「特定

業務委託事業者」に該当し、本法案の規制が課

されることとなります。 
（注１）実質的に「業務委託」に該当するかは、①委託内容
への関与の状況、②金銭債権の内容・性格、③債務不履行
時の責任主体等を総合的に考慮した上で、業務委託主体と
しての実質を備えているかを判断することとなる。 

（注２）取引実態に照らしてもあっせんを行っているに過ぎ
ない場合は、本法案の「特定業務委託事業者」には該当し
ない。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  







問９―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 井上 哲士 君 
問９（対大臣）．法案第５条第１項第４号の「通

常支払われる対価」の判断方法如何。  
 

「通常支払われる対価」の判断についてお尋ね
がありました。 
 
１．法案第５条第１項第４号では、「通常支払わ

れる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定
めること」が禁止しています。 

 
２．「通常支払われる対価」とは、特定受託事業

者の給付と同種又は類似の給付について、その
特定受託事業者の属する取引地域において一般
に支払われる対価をいいます。 

 
３．ただし、一般に支払われる対価の把握が困難

な場合には、「通常支払われる対価」は、特定
受託事業者の給付と同種又は類似の給付に係る
従来の取引価格となります。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 



問９―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抜粋） 

 

（定義） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）

に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる行為

（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第

一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一～三 （略） 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対

し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定める

こと。 

五 （略） 

２ （略） 
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３．さらに、特定受託事業者の役務や成果物は多
種多様であることから、一律の最低報酬を定め
ることは困難であると考えられます。 

 
４．したがって、本法案においては、特定受託事

業者の最低報酬に係る規制は盛り込んでいませ
んが、本法案第５条第１項第４号で禁止する
「買いたたき」に該当するような報酬が設定さ
れた場合には、勧告等の措置により、是正を図
ることとなります。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 
 

  



問１０―３ 

（参考）フリーランスとしての年収 

 

 

 



問１１―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 井上 哲士 君 
問11．（対大臣）フリーランスの長時間労働を是

正するためのルールを定めるべきではないか。 
 
  フリーランスの長時間労働を是正するための

ルール策定についてお尋ねがありました。 
 
１．フリーランスの方についても、働き過ぎによ

り健康を害することのないよう配慮することは
重要です。 

 
２．このため、現在、厚生労働省では、「個人事業

者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検
討会」を開催し、その中で、フリーランスの
方々の作業時間が長時間に及び健康を害するこ
とのないようにすることも議論していると聞い
ています。  

 
３．この有識者検討会における検討結果も踏ま

え、厚生労働省において、適切な対応が取られ
るものと考えています。 

 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
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（参考１） 
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 開催要綱 
 
１ 趣旨・目的 
  労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」
（同法第 1 条）ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛
生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として
様々な施策を講じてきた。 

 
  なお、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁
との連携の下でのデリバリーサービスにおける交通事故防止対策につ
いての周知啓発等の個別分野対策に取り組んできたところである。 

 
  一方、令和３年５月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最
高裁判決においては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に
義務付ける労働安全衛生法第 22 条の規定について、労働者と同じ場
所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断がされた。これを踏
まえて、同規定に係る 11 の省令について、請負人や同じ場所で作業
を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じるこ
とを事業者に義務付ける改正を行い、令和４年４月に公布されたとこ
ろである。 

 
  この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会
では、労働安全衛生法第 22 条以外の規定について労働者以外の者に
対する保護措置をどうするべきか、注文者による保護措置のあり方、
個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、
別途検討の場を設けて検討することとされた。 

  また、これまで労働安全衛生法の対象としてきていない個人事業者、
中小企業事業主等についても業務上の災害が多く発生している状況に
ある。 

 
こうしたことから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図

るため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者
等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために
有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討することとする。 

 
２ 検討事項 
（１）個人事業者等に関する業務上の災害の実態に関すること 
（２）個人事業者等の災害の実態を踏まえた災害防止対策のあり方に関

すること 
（３）個人事業者自らによる安全衛生確保措置の必要性及びその促進に

関すること 
（４）個人事業者等に関する業務上の災害の把握・報告等に関すること 
（５）個人事業者や中小企業の安全衛生水準の向上のための支援等に関

すること。 
（６）その他 
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３ 構成等 
（１）本検討会は、別紙の参集者により構成する。 
（２）本検討会には座長を置き、議事を整理する。 
（３）本検討会は、必要に応じて、別紙の参集者以外の者を参集するこ

とができる。 
（４）本検討会は、必要に応じて、関係者からヒアリングを行うことが

できる。 
 
４ その他 
（１）検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開するも

のとする。ただし、個別事案を取り扱う場合においては、個人・企
業情報の保護の観点等により、公開することにより、特定の者に不
当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、
座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施するこ
ともできるものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を
明示するとともに、議事要旨を公開する。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部において行
う。 
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（参考２） 

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会参集者名簿 

青木
あ お き

富三
ふ み

雄
お

 （一社）住宅生産団体連合会環境・安全部長 

大木
お お き

 勇
い さ
雄
お

 （一社）建設産業専門団体連合会副会長 

小野
お の

 秀昭
ひであき

 （株）運輸・物流研究室取締役フェロー 

鹿野
か の

菜穂子
な お こ

 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

日下部
く さ か べ

 治
おさむ

 東京工業大学名誉教授 

小菅
こ す げ

 元生
も と お

 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長 
（～第６回検討会） 

清水
し み ず

 英次
え い じ

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部朝霞分会
長 

鈴木
す ず き

 重也
し げ や

 （一社）日本経済団体連合会労働法制本部長 

高山
たかやま

 典
の り
久
ひ さ

 （一社）ITフリーランス支援機構代表理事 

田久
たきゅう

  悟
さとる

 全国建設労働組合総連合労働対策部長 

出口
で ぐ ち

 和則
かずのり

 （一社）全国建設業協会労働委員会委員 

土橋
ど ば し

  律
り つ

 東京大学大学院工学系研究科教授 

中村
なかむら

 昌
ま さ
允
よ し

 東京大学工学系研究科非常勤講師 

本多
ほ ん だ

 敦郎
あつろう

 （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長 

三柴
み し ば

 丈
た け
典
の り

 近畿大学法学部教授 

森
も り

  晃
こ う
爾
じ

 産業医科大学産業生態科学研究所教授 

山脇
やまわき

 義光
よしみつ

 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局長 
（第７回検討会～） 

（５０音順） 
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（参考３） 
 

第 10回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」 

資料３より抜粋 




